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医療 
糖尿病教室の 
ご案内です。 

和水町立病院 
�0968・86・3105Health

ADVICE

　
糖
尿
病
に
か
か
ら
な
い
為
に
次
の

6
項
目
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。
6
つ

全
部
が
無
理
な
人
は
、
ま
ず
3
つ
の

こ
と
か
ら
実
践
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

①
体
重
を
減
ら
そ
う 

・
体
重
を
毎
日
計
る 

・
夕
食
を
軽
く
し
て
、
朝
食
は
し

っ
か
り
食
べ
る 

・
腹
７
分
目
に
す
る 

②
脂
肪
を
と
り
過
ぎ
な
い 

・
油
を
使
う
時
は
計
量
し
、
１
食

に
１
人
あ
た
り
小
さ
じ
１
以
下

に
す
る 

・
肉
は
脂
身
の
少
な
い
部
位
を
選

ぶ 

③
運
動
習
慣
を
つ
け
る 

・
毎
日
軽
い
運
動
を
す
る 

・
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
よ
り
階
段
を

選
ぶ 

  

④
１
日
５
皿
以
上
野
菜
を
た
べ
る 

・
味
噌
汁
を
具
だ
く
さ
ん
に
す
る 

・
野
菜
の
常
備
菜
を
作
り
お
き
し

て
お
く 

⑤
お
酒
を
飲
む
量
を
減
ら
す 

・
休
肝
日
を
週
に
２
回
つ
く
る 

・
周
囲
に
「
お
医
者
さ
ん
か
ら
止

め
ら
れ
て
い
る
」
と
宣
言
し
て

お
く 

・
飲
み
に
行
く
回
数
を
減
ら
す 

・
夜
10
時
に
は
終
了
す
る 

⑥
間
食
を
控
え
る 

・
お
菓
子
を
果
物
に
代
え
る 

・
夕
食
後
の
間
食
は
や
め
る 

 

ま
ず
は
、
『
出
来
る
こ
と
』
か
ら
始

め
て
み
ま
し
ょ
う
！ 

ふ
れ
あ
い
会
（
糖
尿
病
教
室
）の
活
動
内
容 

糖
尿
病
予
防
の
た
め
に
生
活
を
見
直
そ
う 

　
ふ
れ
あ
い
会
で
は
、
年
5
回
の
活
動
の
う
ち
調
理
実
習
を
3
回
行
っ
て
い
ま

す
。
今
回
は
、
平
成
18
年
度
の
調
理
実
習
の
献
立
や
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。 

　
糖
尿
病
と
は
、
遺
伝
・
高
カ
ロ
リ
ー
・
高
脂
肪
食
・
運
動
不
足
な
ど
が
原
因

で
、
網
膜
症
・
腎
症
・
神
経
障
害
と
い
っ
た
特
有
の
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
病

気
で
す
。
自
覚
症
状
に
乏
し
く
、
重
い
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
と
い
っ
た
特
徴

が
あ
り
ま
す
。 

栄
養
科 

第
１
回
　
5
月
　
『
手
作
り
弁
当
』 

十
五
穀
米
入
り
ご
飯
・
豆
腐
の
土
佐

焼
き
・
卵
焼
き
・
糸
寒
天
中
華
風
サ

ラ
ダ
・
も
や
し
の
梅
肉
和
え
・
メ
ロ

ン 第
2
回
　
7
月
　
『
夏
バ
テ
防
止

に
つ
い
て
』 

豚
丼
・
吸
物
・
ゴ
ー
ヤ
の
塩
昆
布
和

え
・
野
菜
た
っ
ぷ
り
サ
ラ
ダ
・
メ
ロ

ン 第
5
回
　
2
月
　
『
バ
イ
キ
ン
グ
』 

◎
主
食
…
ご
飯
・
芋
ご
飯
・
食
パ
ン 

◎
主
菜
…
カ
レ
ー
・
サ
バ
の
味
噌
煮 

◎
汁
物
…
吸
物
・
コ
ン
ソ
メ
ス
ー
プ 

◎
副
菜
…
ナ
ム
ル
・
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
サ

ラ
ダ 

◎
デ
ザ
ー
ト
…
い
ち
ご
・
ぽ
ん
か
ん
・

抹
茶
ゼ
リ
ー 

◎
野
菜
サ
ラ
ダ 

 
　
今
年
度
も
、
昨
年
度
同
様
に
３
回

の
調
理
実
習
を
計
画
し
て
い
ま
す
。 

　
ふ
れ
あ
い
会
で
は
、
健
康
に
関
心

の
あ
る
方
々
に
参
加
を
い
た
だ
い
て

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
調
理

実
習
参
加
者
か
ら
も
『
と
て
も
楽
し

か
っ
た
』
『
家
で
も
ま
た
作
っ
て
み

た
い
』
『
普
段
の
調
味
料
の
使
い
す

ぎ
が
分
か
っ
た
』
な
ど
の
嬉
し
い
声

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
健
康
に

関
心
の
あ
る
方
、
料
理
が
好
き
な
方

は
是
非
ご
参
加
下
さ
い
。 

 

　
な
お
、
和
水
町
立
病
院
で
は
、
毎

月
第
２
金
曜
日
午
前
９
時
30
分
〜
11

時
30
分
に
内
科
外
来
前
の
相
談
室
で

無
料
の
栄
養

相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご

相
談
下
さ
い
。 

会食のようす 
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税 Procedure
軽自動車税の 
減税についての 
お知らせです。 

本　　庁　税務住民課固定資産税係  内線516 
総合支所　税 務 住 民 課 税 務 係　内線754

INFORMATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者、知的障害者又は精神障害者１人につき１台（自動車、バイ
ク等を含む。）。 

障害者本人（ただし、障害者が18歳未満の場合と、精神障害者または
知的障害者と生計を同一にする方で使用目的が適正な方も対象となりま
す。） 

減免の対象となる台数 

軽自動車等の所有者 
（納税義務者） 

障害者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 

障害者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 

使用目的は問いません。 

障害者と生計を同一にする方が運転
する場合 

障害者を常時介護する方が運転する
場合 

障害者本人が運転する場合 

軽自動車税の減免について 
　身体に障害者のある方または知的障害、精神障害のある方
のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するも
のについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額
免除します。 

減免の対象となる軽自動車等 

1．軽自動車等の所有者（納税義務者）及び台数等 

2．軽自動車等の使用目的 

・自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車。 
・構造上専ら身体障害者の利用に供するためのもの 
（車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの） 

 
3．手続きの際に必要となるもの 
・車検証 
・身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳、療育手帳（注意：等級によっては該当しな
　い場合があります） 
・運転される方の免許証 
・印鑑 

 
 
4．減免申請の受付期間等 
５月８日（火）～５月18日（金）までの土日を除く期間において、和水町役場税務住民課また
は三加和総合支所税務住民課にて受付いたします。 


